
住宅用火災警報器
１０年×２回目

川崎防火協会

崎市で住宅用火災警報器が規制された平成１８年
から間もなく２０年です。

これを機に、皆様のご家庭に設置されている機器の点
検・維持管理や、交換について検討しましょう。

川

崎市内の火災においても、住宅用火災警報器が鳴
動したことによって生命や財産がまもられた事案

が多数あります。
その一部を紹介していますので、ぜひご覧ください。
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